
新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言のもと、人々が連帯して一致団結し、感染拡大防止に
取り組むため、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への給付金による支援を行います

※ 世帯主が代表して申請し、給付金を受け取ります。

【問合せ】役場企画課総合政策室☎87－0521（直通）※5月6日(水)までの連休期間中も電話対応可

申請書に必要事項を記載し、本人確認書類、払込先口
座がわかる書類を添付の上、ご返信ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル
上の申請画面から手続きが可能です。

（申請書提出後、払込予定日を記載した決定通知書を郵送します）

• 特別定額給付金の申請書

• 運転免許証等の写しなどの、本人確認書類

• 振込先金融機関、口座番号、名義人のわかる通帳やキャッシュ
カードの写し

※ スケジュールは現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※必要な添付書類のコピーは地区公民館に設置されたコピー機を利用できます

※やむを得ない理由により、上記の方法による申請が困難な場合については、
下記問い合わせ先までご連絡ください


